
  

一 

外
国
人
総
合
政
策
庁
の
設
置
等
に
よ
る
外
国
人
政
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
□
案
□ 

□
目
的
□ 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
□
我
が
国
に
お
け
る
外
国
人
を
め
ぐ
る
近
年
の
状
況
に
鑑
み
□
国
民
が
安
全
に
安
心
し
て
外
国
人
と
共

に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
調
和
あ
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
□
出
入
国
及
び
在
留
の
管
理
□
労
働
□
社
会
保
障
□
国
土

の
利
用
及
び
管
理
□
治
安
の
確
保
そ
の
他
の
分
野
に
お
け
る
外
国
人
に
関
す
る
政
策
□
以
下
□
外
国
人
政
策
□
と
い
う
□
□

に
つ
い
て
総
合
調
整
機
能
を
担
う
外
国
人
総
合
政
策
庁
の
設
置
等
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
□

外
国
人
政
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
□ 

□
外
国
人
総
合
政
策
庁
の
設
置
の
た
め
の
措
置
等
□ 

第
二
条 

内
閣
府
に
□
そ
の
外
局
と
し
て
外
国
人
総
合
政
策
庁
を
置
く
も
の
と
し
□
政
府
は
□
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の

措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

２ 

外
国
人
総
合
政
策
庁
は
□
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
以
内
に
置
く
も
の
と
す
る
□ 

□
外
国
人
総
合
政
策
庁
の
基
本
的
な
事
務
□ 

第
三
条 

外
国
人
総
合
政
策
庁
が
つ
か
さ
ど
る
基
本
的
な
事
務
は
□
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
□ 



 

二 

一 

外
国
人
政
策
に
関
す
る
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関

す
る
事
務 

二 

我
が
国
に
在
留
す
る
外
国
人
の
数
に
関
す
る
指
標
を
含
む
外
国
人
政
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
定
め
る
基
本
的
な
方
針
の
策
定
及
び
定
期
的
な
見
直
し
そ
の
他
の
外
国
人
政
策
の
う
ち
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及

び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
事
務 

三 

外
国
人
の
出
入
国
及
び
在
留
の
管
理
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
出
入
国
在
留
管
理
庁
が
所
掌
し
て
い
る
事
務 

□
特
命
担
当
大
臣
の
設
置
□ 

第
四
条 

外
国
人
総
合
政
策
庁
の
事
務
を
掌
理
さ
せ
る
た
め
□
内
閣
府
に
□
内
閣
府
設
置
法
□
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
□

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
命
担
当
大
臣
を
置
く
も
の
と
す
る
□ 

□
人
的
体
制
の
整
備
□ 

第
五
条 

外
国
人
総
合
政
策
庁
の
人
的
体
制
に
つ
い
て
は
□
そ
の
事
務
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
と
な
る

よ
う
整
備
さ
れ
る
も
の
と
す
る
□ 

□
外
国
人
政
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
調
査
□ 



  

三 

第
六
条 

外
国
人
総
合
政
策
庁
は
□
我
が
国
に
在
留
す
る
外
国
人
の
状
況
に
関
す
る
調
査
□
諸
外
国
に
お
け
る
外
国
人
政
策
に

関
す
る
調
査
そ
の
他
の
外
国
人
政
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

□
外
国
人
総
合
政
策
庁
及
び
国
の
関
係
行
政
機
関
の
連
携
□ 

第
七
条 

外
国
人
総
合
政
策
庁
及
び
国
の
関
係
行
政
機
関
は
□
外
国
人
政
策
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
□
相
互
に
密
接
な

連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
□ 

□
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
支
援
□ 

第
八
条 

外
国
人
総
合
政
策
庁
は
□
地
域
に
お
け
る
外
国
人
政
策
の
効
果
的
な
推
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
□
地
方
公
共
団
体
に
対

し
□
情
報
の
提
供
□
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

附 

則 

こ
の
法
律
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□





  

五 

理 

由 
我
が
国
に
お
け
る
外
国
人
を
め
ぐ
る
近
年
の
状
況
に
鑑
み
□
国
民
が
安
全
に
安
心
し
て
外
国
人
と
共
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き

る
調
和
あ
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
□
外
国
人
政
策
に
つ
い
て
総
合
調
整
機
能
を
担
う
外
国
人
総
合
政
策
庁
の
設
置
等
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
□
外
国
人
政
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
□
こ
れ
が
□
こ
の

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
□ 


